
付 議 第 ３ 号

高知県技能教育施設の指定等に関する規則の一部を改正する規則議案

高知県技能教育施設の指定等に関する規則（平成 20 年高知県教育委員会規則

第９号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。

高知県教育委員会事務委任等規則（平成４年教育委員会規則第１号）

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(３) 規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。



１

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

教 育 委 員 会 規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

高 知 県 技 能 教 育 施 設 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 年 月 日

高 知 県 教 育 長 長 岡 幹 泰

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

高 知 県 技 能 教 育 施 設 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

高 知 県 技 能 教 育 施 設 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 （ 平 成 20年 高 知 県 教

育 委 員 会 規 則 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 記 様 式 中 「 ㊞ 」 を 削 る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則

◎ 高 知 県 技 能 教 育 施 設 の 指 定 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改

正 す る 規 則

別紙１



２

高知県技能教育施設の指定等に関する規則の一部を改正する規則議案説明

この規則は、押印の廃止等必要な改正をしようとするものである。

参考資料１
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新 旧 対 照 表

新

高知県技能教育施設の指定等に関する規則（抜粋）

旧

高知県技能教育施設の指定等に関する規則（抜粋）

参
考
資
料
２
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第１号様式（第２条関係） 第１号様式（第２条関係）
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第２号様式（第３条関係） 第２号様式（第３条関係）
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第３号様式（第４条関係） 第３号様式（第４条関係）
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第４号様式（第４条関係） 第４号様式（第４条関係）
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第５号様式（第４条関係） 第５号様式（第４条関係）

第６号様式（第５条関係） 第６号様式（第５条関係）


